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要 請 書 
 

本市の労働行政につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

長引く新型コロナウイルス感染症や物価高騰により、市民生活や経済活動に大きな影響が及ぶ中、

市及びハローワーク福島では、関係機関と連携を密にして引き続き雇用対策に取り組んでまいりま

すが、何より実際に雇用の場を提供していただく企業の方々の御理解と御協力が不可欠であります。 

 貴団体及び会員企業の皆さまには、このような趣旨を御理解いただき、下記事項について周知

していただきたく、御協力をお願い申し上げます。 
 

記 
 

○「新規高等学校卒業者に係る求人確保」について 

６月１日から来春高等学校卒業者への求人受付が開始されますが、さらなる少子高齢化及び若者

の人口流出が進む中、企業の将来を担う有為な人材を確保し、地域の産業と雇用を守ることは極め

て重要なことであり、中長期的な観点からの採用活動の継続をお願いしたいと考えております。 

また、早期に求人提出をいただくことは、不安定な雇用情勢の中で就職を希望する生徒の安心

と早期離職の防止にも資するものと思われます。 

地域の産業を支える若者が、それぞれの夢の実現に向け、社会への第一歩を力強く踏み出して

いくことができるよう、求人の拡大及び早期提出につきまして、御配慮をお願い申し上げます。 

 

○「多様化する働き方へ向けた雇用環境の整備 及び 経済・物価情勢に見合った継続的な賃上げ」

について 

 少子高齢化の進展により生産年齢人口の減少が見込まれる中、今後も社会経済の活力を維持発

展させるためには、女性や障がい者、高齢者、外国人、就労困難者など、多様な働き手の雇用環

境の整備に向けた施策を一層推進していく必要があります。 

 また、長期にわたる実質賃金の減少に加え、国際情勢に起因する急激な物価上昇や円安の影響

により、市民の生活は一層厳しさを増しています。今後、市民生活の苦境を脱するとともに、人

材確保や持続的に成長する経済構造への転換を図るためにも、経済や物価の情勢に見合った継続

的な賃上げが不可欠です。 

貴団体及び会員企業の皆さまには、個々の労働者の多様な特性やニーズを認めつつ、その能力

を十分に発揮できるよう、働く意欲のある方々の就業機会の確保及び就業後の定着へ向けた職場

環境の整備等に取り組んでいただきますとともに、人材確保や職場定着のための労働者の賃上げ

につきましても併せてお取り組みくださいますようお願い申し上げます。 
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